
 -1- 

第１９２回電気通信紛争処理委員会 

 

１ 日時 

令和元年6月25日（火）10時00分から11時35分 

  

２ 場所 

経済産業省別館850号会議室 

 

３ 出席者（敬称略） 

(1) 委員 
  中山 隆夫（委員長）、荒川 薫（委員長代理）、小野 武美、平沢 郁子（以上

4名） 

(2) 特別委員 
  青柳 由香、荒井 耕、小塚 荘一郎、葭葉 裕子、若林 和子（以上5名） 

(3) 総務省総合通信基盤局データ通信課 
課長 山路 栄作 

(4) 総務省総合通信基盤局消費者行政第二課 
課長 中溝 和孝 

(5) 事務局 
  事務局長 山崎 俊巳、参事官 渡辺 久晃、紛争処理調査官 蒲生 孝 

  上席調査専門官 田中 一生、同 瀬島 千恵子、同 岩崎 未希子  

    

４ 議題 

(1)ネットワーク中立性に関する研究会 中間報告書について【公開】 

(2)プラットフォームサービスに関する研究会 中間報告書の概要について 

【公開】 

 

５ 審議内容 

(1)開会 

【中山委員長】  おはようございます。それでは、ただいまから第１９２回電
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気通信紛争処理委員会を開催いたします。 

 本日は、委員４名が出席されておりますので、定足数を満たしております。ま

た、特別委員５名の出席を頂戴しております。 

 

(2)議題１：ネットワーク中立性に関する研究会 中間報告書について【公開】 

【中山委員長】  それでは、議事に入ります。本日は、公開の議事となってお

ります。 

 初めに、議題１として、ネットワーク中立性に関する研究会中間報告書につい

て、総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課、山路課長から説明をお願い申

し上げます。お願いいたします。山路課長には、本日はお忙しい中御出席いただ

き、誠にありがとうございました。それでは、よろしくお願い申し上げます。 

【山路データ通信課長】  総務省データ通信課の山路でございます。本日はよ

ろしくお願いします。では、座って説明をさせていただきます。 

 総務省では、１ページ目、２ページ目に書いてありますように、電気通信事業

分野における競争ルール等の包括的検証について今取り組んでおります。昨年

の８月に情報通信審議会に諮問をしまして、最近の様々な環境変化を踏まえて、

電気通信事業分野の競争ルールを全体的に見直していこうということで取り組

んでおります。プラットフォームレイヤとか、ネットワークレイヤ、ユーザーの

端末のレイヤ、こういったところで様々な環境の変化があったということで、

２０３０年ごろの社会的イメージを見据えて、技術がどういうふうになってい

くかということを考えながら、政策を考えていこうということで取り組んでお

ります。 

 ３ページ目に移らせていただきます。幾つかの会議体に分かれて、パーツパー

ツを受け持って検討するということになっておりまして、全体を情報通信審議

会のほうに諮問しておりまして、事業政策部会で検討する、取りまとめるという

ことになっております。具体的な中身を、特別委員会と、あとは４つの別の会議

体で検討して、それを連携させて、最終的には特別委員会に戻して答申が行われ

るという方向になっております。 

 今日御説明させていただくのが、右側の赤字で囲っております、ネットワーク

中立性に関する研究会です。私の後に、中溝課長から、プラットフォームサービ
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スに関する研究会について、御説明をする予定になっているかと思います。 

 包括的検証の中で、それぞれの会議体がどういったことを担当しているかと

いうことを簡単に御説明させていただきます。特別委員会は２０３０年を見据

えて、どういうふうにネットワークが変わっていくか、その際の競争ルールが今

のままでいいのか、どういうふうに見直していけばいいのかということを全体

として考えると。また、ユニバーサルサービスの制度についても、今のもともと

電話を前提にしたようなユニバーサルサービスの制度でいいのかどうかという

ようなことを検討しております。 

 プラットフォームサービスに関しましては、後ほど中溝から詳細に説明があ

ると思いますので飛ばして、ネットワーク中立性が今日の私の説明の中身です。

それ以外のモバイル市場の競争環境に関する研究会と、消費者保護ルールの検

証に関するワーキングループですが、こちらが昨今話題になっています携帯電

話の料金を下げていくというようなことに関して検討して、緊急提言というも

のを今年の頭に出して、電気通信事業法の改正等につなげたというような会議

体でございます。 

 ４ページ目に、昨年８月に諮問して以降の、各会議体の検討の取組のこれまで

の流れを書かせていただいております。ここにありますとおり、一番下の２つの

ところ、消費者保護ルール検証に関するワーキンググループ、モバイル市場の競

争環境に関する研究会、こちらのほうが１月に緊急提言を取りまとめて、電気通

信事業法の改正につなげたということでございます。 

 ここ、６月までしか、このスケジュールは書いておりませんが、全体のいろい

ろな会議体での検討の状況を取りまとめた中間答申というのを今後取りまとめ

る予定にしておりまして、最終的な答申の方向性は、今年の末までにお出しする

ということになっております。 

 ５ページ目が、我々が担当しております中立性に関する研究会の委員の先生

方と、これまでのスケジュールでございます。こちらのほうには大橋先生にも御

参加いただいて、検討いただいているところでございます。 

 済みません、駆け足で恐縮ですが、７ページ目に移らせていただきます。こち

ら、最近の固定通信と移動通信のトラヒックの現状についてまとめたものでご

ざいます。順番が逆になって恐縮なんですが、１１ページで少し、そもそもネッ



 -4- 

トワーク中立性というのは何かというところを真ん中のところに書いておりま

すので、御説明をさせていただきます。 

 ネットワーク中立性というのは、真ん中のところに※印で書いてありますと

おり、ＩＳＰ、こちら、携帯電話事業者を含むインターネットサービスプロバイ

ダでございますけれども、そういったＩＳＰがインターネット上のデータの流

通、データを公平に取り扱うことというふうに我々定義をしております。 

 こういったことがしっかりなされているかどうかということに関してなんで

すが、もとの７ページに戻っていただきますと、固定も、移動も、トラヒックが

急速に伸びているというような状況にございます。昨年少し傾きが緩やかにな

ったというのはあるんですが、それでも２０％ぐらい年率で伸びておりまして、

トラヒックがそんなに伸びなければ、通信事業者の容量、通信の帯域にも余裕が

あって、特定のトラヒックを差別的に取り扱うというようなことはあまり出て

こないわけなんですが、トラヒックがこれだけ増えておりまして、設備投資が間

に合っていないようなところもございまして、そういう中で一定のトラヒック

について差別的に取り扱わざるを得ないような状況が出てきています。こうい

った環境変化の中で、ＩＳＰがトラヒック、データを公平に扱うというネットワ

ークの中立性をどう担保していけばいいかということが今回議論になったとい

う状況でございます。 

 ８ページ目でございますが、以前はヘビーユーザーがたくさん通信を使って

いるというようなことが、２００６年とか７年のころ、大問題になっておりまし

たが、この次のページでも出てくるように、動画の配信サービスというのが普及

してきておりまして、一般的な平均的なユーザー自体が多くのトラヒックを使

うようになってきているということでございます。平均的な１契約当たりのト

ラヒックも順調に伸びてきているというような状況でございます。 

 特にモバイルのほうは、料金も従量制ということで、お金を払わないとたくさ

ん使うことができないというような枠組みになっておりますが、固定のブロー

ドバンドサービスにつきましては、料金も固定、定額制ということで、幾らでも

使い放題ということで、多くの利用者が固定のほうをたくさん使っていますが、

固定の通信事業者は、利用が増えたからといって料金を多くとれるわけじゃな

いので、インフラへの投資というのがなかなか厳しくなっているというような
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状況がございます。 

 ９ページ目でございます。こちら、ＳＡＮＤＶＩＮＥという海外の会社が分析

をしたものでございますけれども、動画視聴の通信トラヒックの中に占める割

合というのがかなり大きいということでございます。左側のほうでもＷＥＢ閲

覧というふうに書いておりますけれど、ＷＥＢ閲覧の中にも動画が含まれたり

しておりまして、かなり動画のダウンストリーム、下りの利用というのがネット

ワークの中心を占めているというような状況でございます。 

 １０ページ目の資料は、総務省におきまして、以前にネットワーク中立性につ

いて２００６年から７年に検討しました。そのころは、先ほどちょっと申し上げ

たように、ヘビーユーザーが多くの通信データを使っているというような状況

でございましたが、今回、再度、ネットワーク中立性に関して検討するに当たり、

環境がどう変わってきたかというのを１０ページ目で取りまとめております。

２００６年ころはまだそんなに動画配信というのは普及してきておりませんで

したけれども、Ｙｏｕｔｕｂｅだとかニコニコ動画とか、そういったものが増え

てきたり、音楽の定額制サービスが出現してきたり、ＳＮＳ、プラットフォーマ

ーが台頭して、そういった中でも個人が動画をアップロードして、みんなで共有

するというような動きが増えてきたというような状況です。 

 ネットワーク面におきましても、２０００年ごろからＦＴＴＨサービスが普

及してきておりますが、さらに高速化、普及してきて、モバイルの分野でもＬＴ

Ｅが始まったりするなど、ネットワークも高速化・高度化というのが進んできて

おります。 

 一方で、ネットワークのところに２０１６年というふうに書いておりますけ

れども、ゼロレーティング等新たなビジネスモデルというのが実現してきてい

るということでございます。これについては、後ほど詳しくネットワーク中立性

との関係について御説明をさせていただきます。 

 通信端末においても、スマートフォンが我が国で２００７年ぐらいから普及

してきたというような、様々な環境の変化というのが２００６年ごろからあっ

たということでございます。 

 １１ページからが、今回、研究会で議論してきた中身になります。割とネット

ワークの中立性の確保が重要だというふうに前提として皆さん考えていらっし
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ゃるんですが、ネットワーク中立性に関する研究会では、もう少し立ち返って考

えてみようということで、インターネットがどういう役割を果たしてきたのか

ということで、まずそこから議論していって、ほんとうに中立性が必要なのかど

うかという議論をしました。インターネットが果たしてきた役割ですけれども、

大きく３つに分けられる、整理できるのではないかというふうに議論がなされ

ました。 

 まず１番目が、世界中の人・端末とつながる高度かつ低廉な通信手段の提供と

いうことでございます。インターネットプロトコルという共通の規約に基づい

て、様々な端末や人がつながることができる、世界中の人とつながって、しかも

安く通信サービスを利用できるようになったということでございます。 

 ２番目が、通信だけではなくて、自分のアイデアや知識というものを公開・共

有することができるようになって、また、そういったインターネット上の様々な

アイデア、知識等に人々がアクセスすることができるようになった、そういう自

由かつ多様な表現の場の提供に寄与してきたと。 

 ３番目が、イノベーションの場の提供ということで、個人を含めた多様な主体

が国境を越えていろいろなサービス、アプリケーションを提供することができ

るようになったというようなことでございます。 

 こういった役割によって、実社会におけるいろいろなサービス等が効率化さ

れたりとか、利便性が向上したりということもございます。そういったことで新

しい市場が創出されたりということもありますし、あとは、障害があったりとか、

いろいろな制約がある人たちが、社会とのつながりをより持ちやすくなったと

いうことで、社会の公平性とか公正性の向上にも寄与した。更には、民主主義の

発展にも寄与したというように整理をしております。 

 こういったようなインターネットが果たしてきた役割というものが引き続き

果たされるようにするためには、いろいろな人たちがデータを自由にやりとり

できるというオープン性が必要なのではないかと。オープン性を維持するため

には、ＩＳＰがデータを公平に取り扱うというネットワークの中立性の確保が

重要だというような議論がなされております。 

 実は、２００６年、７年にもネットワーク中立性についての議論がなされてお

りまして、その際に、一般消費者がネットワークの利用に関してこういう権利を
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持つべきだということが提言されているわけですが、今回、それを少し議論して、

見直しております。 

 下のところに書いてありますとおり、１）から４）というものを今回提言して

おりますが、これまで２００７年に打ち出した報告書の中では、一般消費者はと

いうことで、一般消費者の権利として書いておりましたけれども、消費者だけで

はなくて、事業者もコンテンツ・アプリケーションに自由にアクセスできるだと

か、端末を自由に接続できるとかということが重要じゃないかということで、主

語を「利用者が」というふうに修正をしております。 

 さらに、２）というものを追加しておりまして、ここ、事業者を含む利用者が

他の利用者に対して自由にコンテンツ・アプリケーションを提供可能であるこ

とというものも明確に今回定めたということでございます。１）の裏返しではあ

るんですけれども、いろいろな事業者がインターネット上でコンテンツ・アプリ

ケーションを提供できるようにしましょうというのも重要ではないかというこ

とで、今回追加したものです。 

 こういった、権利というふうに、ふわっと書かせていただいておりますけれど

も、こういった権利をＩＳＰを含めた電気通信事業者が尊重していくことで、ネ

ットワークの中立性というものが確保されるのではないかということで議論を

進めております。 

 先生方、もう御承知の方もいらっしゃるかと思いますが、なぜ中立性の確保が

必要なのかということを、１２ページで書かせていただいております。左側のほ

うで、中立性が確保されないと、どういうことが起きるのかということで、一般

の方向けにつくったスライドでございます。２ポツ目のところですけれども、Ｉ

ＳＰが自社と競合するサービスなど特定のアプリ・コンテンツをブロックする

というようなことが、中立性が確保されないと起きてしまうのではないかとい

うことでございます。 

 わかりやすい例が、今皆さん、Ｓｋｙｐｅとか、そういうような、安く音声で

通話できるようなサービスをアプリケーションとして使っていらっしゃるので

はじゃないかと思いますが、携帯電話事業者からすると、そういうＳｋｙｐｅ等

のアプリケーションを使われることで、自社の収入が減ってしまうと。自社の収

入を確保するために、Ｓｋｙｐｅをブロックして、利用者が使えなくするような
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こと、こういったようなことが、ネットワークの中立性が確保されないと起きて

しまうのではないかと。こういったようなことは実は２００６年ごろにアメリ

カでおきておりまして、そういったことを背景にして、アメリカを中心にして、

ネットワーク中立性に関する検討が行われたというような状況です。 

 日本では、実はそういう大きな問題というのは発生しておりません。なぜかと

申しますと、１２ページ目のスライドの右側の点線で囲ってあります、利用の公

平についての電気通信事業法の規定があるからです。こちら、第６条として、「電

気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはな

らない」ということで、特定のアプリとかサービス、若しくは利用者を不当に差

別的に取り扱ったりすると、業務改善命令の対象にもなりますので、我が国の電

気通信事業者というのはそういうところはちゃんと守って、しっかり対応して

いただいているということで、こういう問題は発生してきておりません。 

 という意味で、アメリカのほうでは、ブロードバンドサービスについて、我が

国で言う電気通信事業のようなものにするのか、情報サービスというふうに整

理するのかというようなところでいろいろな制度の見直しがあったということ

で、先ほど申し上げたような、中立性違反というような事例が発生してきたとい

うようなことでございます。 

 １２ページ目のところで、中立性が確保されているのなら、今回、何も検討す

る必要がないじゃないかというような話になるかもしれません。実は、先ほどち

ょっと申し上げたように、ネットワークの帯域が、トラヒック量が増えたことに

よって、事業者としては、一定のユーザーであったり、サービスというものを差

別的に取り扱ったりであるとか、ゼロレーティングというような、一見すると、

外見的には差別的に取り扱っているのではないかと思われるようなビジネスモ

デルが出てきています。これらを受けて、今回、改めてネットワーク中立性がど

ういう場合に確保されていると言えるのかというような観点で検討してきまし

た。 

 個別の事象について、ネットワークの中立性が確保されているかどうかを判

断する上で、ここの１２ページに書いてあるような５つの視点というものを大

事にして検討していきましょうということで、研究会で合意されております。ま

ず１点目が、ネットワークの利用の公平性というのが担保されているかどうか。
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また、コスト負担の公平性というのが確保されているかどうか。さらには、消費

者、利用者が十分な情報を与えられた上で選択ができるような環境になってい

るかどうか。さらには、健全な競争環境を通じたサービスが確実かつ安定的に提

供されるかどうか。また、いろいろな規律が逆に入ることによって、イノベーシ

ョンや持続的なネットワークの投資が阻害されないかどうか。こういった観点

で、個別の事象というのをいろいろ見ていったということでございます。 

 １３ページ以降が、ネットワーク中立性が確保されているかどうか、ちょっと

微妙だなと思われるような事象についての具体的な検討でございます。最初が、

帯域制御でございます。帯域制御というのは、一定のユーザーとか、一定のアプ

リ、トラヒックについて、スピードを遅くしてしまうというようなことでござい

ます。 

 ２００６年、７年に中立性の検討をしたときには、ヘビーユーザーが通信容量

の大部分を使っているということや、Ｐ２Ｐアプリといった利用者間で画像や

動画コンテンツを交換するような特定のアプリがネットワークの帯域を占めて

いたというようなことがございました。２００６年、７年の検討を踏まえて、

２００８年に民間団体によって帯域制御ガイドラインが策定されておりまして、

ヘビーユーザーや、Ｐ２Ｐ等の特定のアプリに関しては帯域制御を許容すると、

こういう場合にこういう手続をとれば、帯域制御をやってもいいよというよう

なガイドラインが策定されております。 

 しかしながら、当時はモバイル通信がここまで普及するということは想定が

あまりされていなかったこともあって、モバイル通信を念頭に置いた中身にな

っていません。また、先ほど申し上げたように、一般のユーザーが大量の通信を

行うということを想定していなかったので、最近のトラヒックの増加に対して

はしっかり対応できないというような議論がございます。 

 ということで、今のガイドラインを見直すべきではないかということで幾つ

か提言が取りまとめられております。１４ページを見ていただきますと、これが

現在のガイドラインに基づいて行われている総量規制方式の例でございまして、

ある特定の日若しくは特定の月であるとか、特定の何日間、これだけ通信を使っ

たんだから、何日間かは通信できる速度を制限する、こういったことが行われて

います。これはヘビーユーザーを対象に行っているものでございますが、最近は
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一般の方もたくさん通信を行うようになってきています。そういったことで、結

構、ピークの時間は通信速度が遅くなるということがございますので、そういっ

た場合に、できるだけ多くの方が通信をしやすくするために、新たな公平制御と

いう手法を認めてほしいという意見が事業者の方々から出てきまして、今回、そ

ういったものを認める方向でガイドラインを改定すべきという中身になってい

ます。 

 具体的に申し上げますと、１３ページの下側の図なんですけれども、例えば

３００Ｍｂｐｓの帯域しかないところに５００Ｍｂｐｓのトラヒックニーズが

発生した場合、何も制御をやらないと、皆さん同じ割合でパケットがロスすると

いうか、通信できる速度、通信できるデータというのが同じ割合になってしまっ

て、皆さん６掛けで通信するということになります。そもそもちょっとしか使わ

ないけれども重要な通信を行うような人もいらっしゃるわけで、そういう意味

で、多く使おうとする人から帯域を絞っていきましょうというのを公平制御と

いう呼び方をしておりまして、最大通信できるスピードというのを５０Ｍｂｐ

ｓに上の人から制限をしていって、もともと少ししか使わない人については制

限をしないと。こういう手法を導入できるように帯域制御ガイドラインを改定

すると。しかも、どういう考えに基づいて帯域制御をするのかということをしっ

かり利用者に周知しましょうということで、利用者に周知すべき内容を充実・明

確化することも今後検討していくという予定になっております。 

 次が、１５ページ目の優先制御でございます。現在も一部の事業者のネットワ

ークにおいて、光ファイバーのサービスの中で、普通のインターネットに比べて

電話のサービス等については優先的に疎通するように制御したりというのはご

ざいますけれども、今後、車の自動走行だとか、遠隔医療とか、そういった新た

なサービスが普及していく中で、そういったものについても優先して取り扱う

というニーズが出てくるのではないかという話がございました。 

 そういった場合に、どういうサービスまで優先するのか、しないのか。優先す

る場合には、技術的条件をどうするかというルールを考える必要があるのでは

ないかという議論がございました。一方で、特定のサービスを優先しますと、一

般のインターネットアクセスサービスに影響を及ぼすということがございまし

て、そこについては議論が必要だということで、今回様々な議論をしたわけでご



 -11- 

ざいます。仮に今後、優先制御をする対象サービスを始める場合には、一般的な

インターネットアクセスサービスに過度な影響を及ばさないということが基本

原則になるのではないかというのが、今回合意されたところでございます。今後、

そういう優先制御のサービスについては、どういうものを対象にするのか、技術

的条件とかコスト負担について検討が必要ではないかというふうにされたわけ

です。 

 一方で、どういうものを優先制御したいかということについて具体的なニー

ズ、ユースケースというのがあまりまだ明確になっておりませんで、事業者から

もこういうのをやりたいということが明確に示されたわけではないので、今後、

事業者のニーズ等をしっかり把握しながら、必要になってきたらマルチステー

クホルダーで議論を進めていくことが適当ではないかという取りまとめになっ

ております。 

 次が、ゼロレーティングサービスでございます。ゼロレーティングサービスと

いうのは、特にモバイル通信の分野でのビジネスモデルでございます。モバイル

通信の分野におきましては、従量制の料金とか、一部定額制の料金も導入されて

おりますけれども、どれだけトラヒック、データを使ったかというのをカウント

するような料金体系になっておりますが、特定のアプリ、サービスの利用につい

て、使ったデータ量にカウントしないというようなサービスを一部の事業者が

提供を開始しております。ということは、一定の動画配信サービスであるとか、

音楽の配信サービスを、他のサービスに比べて差別的に取り扱っているという

ことでございまして、こういったものがネットワーク中立性のルール、原則から

して認められるのかどうかというのが今回議論になったわけです。 

 論点としては、カウントしない、課金しないということは、誰もお金を払って

いないのではないかということで、費用負担の公平性という問題も出てきます

し、通信事業者が誰のサービスをゼロレーティングにするかというのを決める

ということで、コンテンツ事業者間の競争にも影響を与えるのではないかとい

う議論がございました。 

 一方で、今回の結論ですけれども、こういったサービスについては、まだまだ

これから出てくるようなサービスなので、外形的に差別的取扱いだからという

ことで一律に禁止するのではなくて、どういったことを満たせば認められるの
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か、どういった場合には認められないかという一定の判断基準を示して、問題が

あれば事後的に対応することが有効ではないかという提言がなされています。 

 そういったことに関しまして、総務省は、関係者の参画を得て、公正な競争環

境の維持や、利用者への適切な情報提供等について整理して、電気通信事業法の

解釈指針を取りまとめて運用することが適当という提言がなされたわけでござ

います。 

 ここに書くのを忘れてしまって恐縮ですが、実は中間報告書の中には、電気通

信事業者とプラットフォームとかコンテンツ事業者の間で紛争が生じた場合に

は、どういうふうに紛争を解決するかということで、総務大臣に対する意見申出

制度や電気通信紛争処理委員会その他のＡＤＲ等の活用を含めて、今後検討す

ることが必要であると提言されております。 

 １７ページ、１８ページは、実際にゼロレーティングサービスとして既に提供

されているものを我々が調べたものでございます。音楽系のものとか、動画系の

もの、こういったもののサービス、アプリをカウントしないというような取扱い

が、今いろいろな事業者によってなされているわけでございます。 

 １６ページには書いておりませんが、ルールを決める際には、電気通信市場、

モバイルの市場において市場支配力を有する事業者と、そういう支配力を有し

ない事業者で、コンテンツ市場の競争に与える影響というのも違うのではない

かということで、その辺も踏まえてこの指針というのを考えていくことが適当

だというような提言がなされております。 

 １９ページ目が、個別の事象というよりは、全体としていろいろな仕組みを考

えることが必要なのではないかということで提言がなされた内容でございます。

総務省は、最初のほうのページで申し上げたように、我が国全体のトラヒックの

把握はしておりますけれども、もう少し詳細を把握して、どういう事業者が実際

にトラヒックを発生させているのかとか、地域によってトラヒックの流れに偏

在があるのかといった、トラヒックの見える化をする必要があるのではないか

という提言をいただいております。 

 また、通信事業者がインターネットのアクセスサービスの品質について情報

を開示するように総務省は促していく必要があるのではないかという提言もな

されております。 
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 また、トラヒックがこれだけ増えているわけですけれども、通信事業者だけの

努力では一定の限界があるということで、コンテンツを配信する事業者も含め

て、いかに逼迫対策をやっていくかというのを今後考えていきましょうという

提言がなされております。その中では、都市部に一極集中するようなネットワー

ク構成・トラヒック交換を見直していくということで、具体的には、地域ＩＸと

かＣＤＮといったものの活用を総務省は支援することが適当であるという提言

がなされております。 

 その次はモニタリング体制ということでございますが、先ほど申し上げたよ

うに、帯域制御の話があるとか、ゼロレーティングの話については、今後、民間

のガイドラインであったり、総務省のガイドライン、指針というものを策定する

わけですけれども、そういうものがちゃんと守られているかどうかをしっかり

モニタリングしなければいけないということで、実効性を確保するためのモニ

タリング体制が必要だという提言をいただいております。 

 ２０ページが主な提言を１枚でまとめたものでございまして、帯域制御に関

する民間ガイドラインの改定については、年内を目途に改定するというような

ことが提言されております。優先制御につきましては、先ほど申し上げたように、

いろいろなニーズを踏まえながら、今後幅広い関係者で検討を進めていくとい

うことで、年限は書かれておりませんが、議論の場を設置をして検討を進めてい

くという提言になっております。ゼロレーティングやスポンサードデータにつ

いては、年内を目途に指針を取りまとめるということでございます。モニタリン

グ体制であるとか、逼迫対策というようなことについては、夏ごろまでに、予算

とか税制の要求等を含めてしっかり整備をしていくというふうになっておりま

す。 

 最後、これ参考で、地域ＩＸとかＣＤＮを活用すると、何でトラヒック対策に

有効なのかというものを、資料として添付させていただいております。 

 済みません、駆け足の説明になってしまいましたが、以上です。ありがとうご

ざいました。 

【中山委員長】  ありがとうございました。興味深い内容で、私ども委員会の

者にも、決して他人事ではないというところで、改めて教えていただいたという

ふうに思いますが、ただいまの御説明に関しまして、御質問等ございましたら、
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お願いいたします。 

 どうぞ。 

【平沢委員】  済みません、レベルの低い質問で恐縮ですが、地域ＩＸやＣＤ

Ｎ設備、これは、具体的にどういうものをイメージすればいいのか、教えていた

だけますでしょうか。 

【山路データ通信課長】  もう少しいろいろ資料をつければよかったのです

けども、インターネットというのは、いろいろな通信事業者が持っているネット

ワークが相互に接続をされて、世界中とつながっているという感じになってお

ります。 

 我が国におきましては、最近、通信事業者間の相互接続点というのが、昔は割

と東京一極集中だったものが、東日本大震災等の発生を受けて、できるだけ相互

接続点を増やしていきましょうということで、東京と大阪で相互接続するとい

うのがかなり増えてきております。ここでも、例えば北海道と東北のＩＳＰ、地

域のＩＳＰ同士が通信をする際にも、データが一旦東京まで行って折り返して

つながるというような、ざっくり言うとそんな接続構成になっておりまして、東

京で何かがあった際には、通信が東北と北海道といったような離れた地域の間

であってもつながりにくくなったりとか、そういうことが想定されます。あと、

みんなが東京までの回線を用意しなければいけないということで、いろいろな

コンテンツ、動画等を流す際にも、東京にトラヒックが集中してしまうという状

況があるんですが、ここで言うＣＤＮというものを地方に置くことによって、Ｃ

ＤＮというのはコンテンツをコピーするサーバー、キャッシュサーバーという

ような機能を果たしておりまして、例えば、北海道のＩＳＰのユーザー、１０の

ユーザーが同じコンテンツを見るときに、今の形だと、東京までとりに行って、

１０人分のデータを東京と北海道の間の回線で流すという形になります。それ

がＣＤＮというキャッシュサーバーが北海道に来ると、東京から北海道までは

データが１個しか流れない。で、北海道でみんなそのデータを見るという。そこ

から１０に分かれてとるというような形で、ネットワークの負荷が少し軽くな

るというものがＣＤＮということでございまして、そういった相互接続するポ

イントであるＩＸであるとか、ＣＤＮというコピーするキャッシュサーバーと

いったものをできるだけ地域に分散させることによって、幹線のトラヒックを
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少しでも低減させるというか、効率化させましょうというのが、現在考えている

支援策でございます。 

【平沢委員】  よく分かりました。 

【中山委員長】  ミラーの地域版ということなんでしょうか。 

【山路データ通信課長】  そうです。そういうミラー、キャッシュサーバーと

いうのを地域にできるだけ置きましょうと。 

【中山委員長】  ほかにはいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

【小塚特別委員】  今度は法律家的な質問で恐縮ですが、ネットワーク中立性

という考え方の根拠をどのように位置づけておられるのか。特に御指摘の電気

通信事業法６条とネットワーク中立性というのがどういう関係になっているの

か、そこをもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 

【山路データ通信課長】  基本は、不当な差別的取扱いをしてはならないであ

るとか、不当な差別的取扱いを行っているとき業務改善命令を命ずることがで

きるとか、あとは指定電気通信事業者についての一段上の不当な優先的な取扱

いの禁止とか、差別的取扱いの禁止というようなところを一つの根拠として、Ｉ

ＳＰが通信事業者やデータ等を差別的に取り扱ってはいけないというのが担保

できるんじゃないかという考えで検討を進めております。済みません、ざっくり

した説明で。 

【小塚特別委員】  分かりました。ありがとうございます。つまり、６条の解

釈として、こういうことが全部言えるだろうと考えているということですね。 

【山路データ通信課長】  はい。 

【小塚特別委員】  ありがとうございます。 

【中山委員長】  ほかにはいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 じゃ、時間の関係もございますので、この問題はこの程度にさせていただきま

すが、お忙しいところ、ほんとうにありがとうございました。 

【山路データ通信課長】  ありがとうございました。 

 

（山路データ課長退出） 
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(3)議題２：プラットフォームサービスに関する研究会 中間報告書の概要につ 

いて【公開】 

【中山委員長】  それでは、続きまして、議題２のプラットフォームサービス

に関する研究会中間報告書の概要について、総合通信基盤局消費者行政第二課、

中溝課長から御説明をお願いいたします。本日は、中溝課長にはお忙しい中御出

席いただきまして、まことにありがとうございます。それでは、よろしくお願い

申し上げます。 

【中溝消費者行政第二課長】  ただいま御紹介いただきました、総務省の消費

者行政二課長をしております中溝と申します。本日、御説明のお時間をいただき

まして、ありがとうございます。座って説明させていただきます。 

 お手元の資料１９２－２に基づいて御説明をさせていただきます。あと、参考

まででございますけれども、その下に参考と右上に書いてございますものが、ま

さに研究会の中間報告書の本文でございますが、これは必要に応じて御参照い

ただくということで、御説明はこちらの横長の１９２－２というほうに基づい

て御説明をさせていただきたいと思います。 

 資料をおめくりいただきますと、本日のアジェンダというものが２ページ目

にございます。このアジェンダの目次のところに、４ページでございますとか、

８とか２２ページ、３３という数字が書いてあります。これが報告書本文のほう

のページになりますので、必要に応じて御参照いただけたらというふうに思っ

ております。 

 では、横長ページの資料の３ページ目から御説明をさせていただきます。プラ

ットフォームサービスに関する研究会を始めた経緯でございます。ここは既に

先ほどの山路のほうから御説明済みかと思いますので、説明は割愛させていた

だきたいと思っておりますが、電気通信事業部全体で競争ルール全般の包括的

検証を始めていると。その一環として、赤囲いにありますとおり、プラットフォ

ームサービスに関する課題への対応ということが検討事項に入っておりまして、

それを集中的に検討する場ということで設けられたものでございます。 

 ４ページは、これも先ほど山路のほうの資料にも入っていたとおりでござい

ますので、割愛させていただきます。４つの研究会のうちの１つということで動

いているというものでございます。 
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 ５ページ目を御覧いただけたらと思います。このプラットフォームサービス

に関する研究会の構成員あるいは概要ということでございますが、一番上の概

要をちょっと読み上げさせていただきますと、近年、プラットフォームサービス

事業者が大量の利用者情報を活用してサービスを提供していること等を踏まえ、

利用者情報の適切な取扱いの確保の在り方、オンライン上のフェイクニュース

や偽情報への対応等について検討を行うというふうに書いてございます。特に

利用者情報、利用者のデータをいろいろ活用したサービス、あるいはそれに伴う

課題といったものが発生しておりまして、それに対してそのプラットフォーム

事業者がどのような役割を果たすべきかと。あるいはどのような適切な取扱い

等を確保すべきなのかというのが、この研究会の視点でございます。構成員はこ

こに書かれておりますとおりで、東京大学大学院法学政治学研究科の宍戸先生

に座長を務めていただいておるところでございます。 

 スケジュールにありますとおり、昨年の１０月から検討を進めてきておりま

して、今年の４月５日に中間報告書が出ております。本日御説明するのはこの中

間報告書でございますが、その後も検討会は続いておりまして、今年の１２月に

最終報告を取りまとめるということを目指して、研究会で議論いただいている

という状況でございます。 

 ６ページに移っていただきまして、検討の背景を図にしたものでございます。

我々総務省でこういった検討をするときによく使うのが、このレイヤ構造とい

う絵でございまして、一番上からコンテンツ・アプリケーションレイヤ、プラッ

トフォームレイヤ、ネットワークレイヤ、端末レイヤと４つのレイヤがございま

す。そして、私ども総務省総合通信基盤局では、これまで主に３番目にございま

すネットワークレイヤのところを見ておりましたと。このネットワークレイヤ

におきまして、電気通信事業者が固定通信、移動通信、あるいはインターネット

接続サービス、メールなどを自らインフラを整備してサービス提供するという

ところに対して、電気通信事業法等の規律が従来課せられてきたということで

ございます。 

 ところが、近年、そのインフラの上で、プラットフォーマと言われるものがい

ろいろなサービスを提供していると。このプラットフォーマが利用者情報、いわ

ゆるデータを活用してプレゼンスを拡大しているというのが、今の状況でござ
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います。そのプレゼンスの拡大に伴って、多くの利用者情報を取得・活用するこ

とによって、ユーザの利便性が非常に高まっている。そういったサービスがプラ

ットフォーマに提供されている一方で、やはりそういった利用者情報の取扱い

に対する利用者の不安、懸念も高まっていると。このバランスをとるためにどの

ような施策が必要かという観点で、この研究会で、一番下にあります１、２、３と

いう、利用者情報の取扱い、２として、トラストサービスの在り方、３として、

フェイクニュースや偽情報への対応についての検討を行うというのが、この検

討会の背景でございます。 

 プラットフォーマと申し上げておりますが、次の７ページ、参考までに、プラ

ットフォーマの定義についてという紙を用意しております。これはいろいろな

政府の決定文書、あるいは外国におけるプラットフォーマの定義ぶりというの

を参考までにお示ししておるものでございますが、結論から申し上げますと、プ

ラットフォーマというものの定義というのは明確なものがないというものでご

ざいます。また、今後も、プラットフォームのサービスというのが、今いろいろ

多様化、あるいはいろいろな事業拡大、連携、融合などが進んでいくということ

でございますので、今後ともさらに定義づけというのは非常に困難になる可能

性があるだろうというふうに見ております。この研究会では、大ざっぱな定義と

して、多くの事業者がサービスを提供する基盤、そして多くのユーザがサービス

を受ける、そういった基盤というような定義づけをしております。意味としては、

いわゆるＧＡＦＡを念頭に置いて議論を進めてきたというところでございます。 

 ８ページ目から次の２番に入ります。ここは現状についての御説明でござい

ます。 

 ９ページ目に移っていただきまして、私ども所管しております電気通信事業

法に定められております通信の秘密についての解釈等の御紹介でございます。

簡単に御紹介させていただきます。通信の秘密の規定というのは、もともと憲法

第２１条第２項において規定されておるものでございまして、第１項が表現の

自由で、第２項が通信の秘密ということで、あわせて２１条の中で規定されてい

るというものでございます。この憲法の規定を受けて、電気通信事業法では第

４条又は第１７９条の罰則をもって通信の秘密を保護する規定が定められてお

るというもので、電気通信事業法上、通信の秘密は厳格に保護されているもので
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ございます。 

 従来からの私どもの解釈、あるいは裁判例もそうでございますが、通信の秘密

の範囲について、この枠囲いにありますとおりに解釈しております。具体的には、

まず、通信の秘密の１つ目は、個別の通信に係る通信内容、通信の中身、これは

当然のことでございますが、通信の中身のみならず、②にありますとおり、個々

の通信に係る通信日時、場所、通信当事者の氏名、住所、電話番号等の、要する

に、誰がいつどこから誰に対して電話したのか、あるいはインターネットで誰が

いつどこにアクセスしたのか、そういうような情報ということでございますが、

これらを知られることによって、通信の存否、あるいは意味内容を推知されるよ

うな事項全てを含むというふうに解釈をし、運用してきております。 

 これを法律上、通信の秘密を侵害した場合には処罰規定もあるわけですが、侵

害とは何かというと、ここにあります知得、窃用、漏えいというふうに３つ定義

が書いてありますが、この３つのいずれかに該当すれば侵害ありというような

整理がございまして、通信の秘密の侵害に当たらないようにするためには、利用

者の同意があれば、一つ、通信の秘密の侵害にはなりませんが、同意の外に、い

わゆる正当行為、あるいは緊急避難ですとか、正当防衛といったものに該当すれ

ば、秘密の侵害の違法性が阻却されるというのが従来の考え方でございます。 

 １０ページ目は、通信の秘密、今申し上げたものの条文でございます。御参考

まででございますので、説明は割愛いたします。 

 次の１１ページ目が、電気通信事業法の規律対象、こちらも皆様御存じの話だ

と思いますので、簡単に説明させていただきますが、右に絵が描いてありますが、

要するに、電気通信の定義を踏まえて電気通信役務の定義が定められ、電気通信

役務の定義を踏まえて電気通信事業の定義が定められているというのが、法律

の構成でございます。 

 この電気通信事業の中に、電気通信事業者、届出や登録をした者が電気通信事

業者になるわけですが、届出や登録を要しない電気通信事業というものもござ

います。緑の中で白抜きであるものでございますが、ただし、第４条の通信の秘

密、あと第３条の検閲の禁止という電気通信事業法の２つの規定については、こ

の白抜きになっている届出・登録を要しない事業も含めまして適用されている、

通信の秘密、検閲の禁止が適用されるという法律構成になっておるものでござ
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います。 

 １２ページは、今の説明の、何が電気通信役務に当たるか、電気通信事業に当

たるか、電気通信事業者に当たるかというのを、具体的なサービスごとに書いた

ものでございます。御参考まででございますので、説明は省かせていただきたい

と思います。 

 １３ページ目が、域外適用と書いてございますが、先ほどの定義も踏まえまし

て、現在、私どもの運用としてどのような運用をしているかということでござい

ます。この絵の下のほうをまず御覧いただきたいのですが、支配・管理という矢

印が出ているもの、電気通信設備が海外にある、要するに、サーバが海外にある

ような場合であっても、事業の拠点が日本にあると。日本の拠点が海外にあるサ

ーバを支配・管理しているという場合には、電気通信事業法の適用があるという

整理をしているのに対して、上に戻りますけれども、サーバが海外にある、しか

も拠点が日本にない場合、サービスの拠点といいますか、サーバの支配・管理が

海外で行われている場合には、電気通信事業法の適用がないというのが従来の

運用でございます。 

 したがって、ちょっと具体名を挙げてしまうことになりますが、いわゆるＧＡ

ＦＡといったような企業は、サービス拠点が海外にあるということでございま

すので、電気通信事業法の適用がないというのが、基本的な考え方ということに

なるものでございます。一部、もちろん例外等はあるのですけれども、今、その

ような運用になっております。 

 １４ページ目は、引き続き現状でございますが、先ほどの山路の説明とも重な

ると思いますので、説明を流させていただきますが、１５ページ目、非常にトラ

ヒックが増えているということで、このトラヒックの中にはいろいろなユーザ

データも含むということで、ユーザデータはいろいろなプラットフォーム事業

者含めて流通をしているということのあかしということで挙げさせていただい

ております。 

 １６ページ目が、プラットフォーマの時価総額、２００９年と２０１８年の差

を書いておりますが、１番のＡｐｐｌｅ、２番のＡｌｐｈａｂｅｔ、これはＧｏ

ｏｇｌｅの親会社でございますが、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、ａｍａｚｏｎといった

アメリカの企業、あるいは中国の企業が時価総額としては非常に伸びていると
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いうことで、こうしたいわゆるプラットフォーマのプレゼンスが世界的に高ま

っているというのが見てとれるかと思います。 

 １７ページも今のと同じで、９５年と２０１７年の推移でございますが、同じ

ような傾向を表しているというものでございますので、御覧いただけたらと思

います。 

 １８ページ目に移らせていただきます。プラットフォームサービスがプレゼ

ンスを高める理由を１枚にまとめた図でございます。上にネットワーク効果と

両面市場という言葉がございます。これは２つ対になる概念と思っております

ので、矢印がついておるのですが、ネットワーク効果の中に①②③④という数字

がございます。下の絵の中にも①②③④という数字がついている矢印がござい

ます。それは対比されておりますので、その絵を御覧になりながら御説明を聞い

ていただけたらと思いますが、①のところ、プラットフォーム事業者のところ、

プラットフォーマのところに多くのユーザが、多くの利用者情報が集まってま

いるというのが①でございます。 

 そうすると、②になりますが、多くの利用者情報が集まると、ユーザの傾向な

どが分かるということもありまして、多くのコンテンツプロバイダがそのプラ

ットフォームを使ってサービスをしたくなるということで、そのプラットフォ

ームの魅力が高まって、多くのコンテンツプロバイダが参入してくると。そうす

ると③になりますが、より多くの魅力的なサービスがそのプラットフォーム上

で提供されることになるので、④でございますが、さらに多くの利用者がそのプ

ラットフォームに集まってくるというのが、いわゆるネットワーク効果の簡単

な図でございます。 

 これと左上の両面市場というのは対比、まさに対になっておりまして、両面市

場というのは、プラットフォーマが利用者と左側のコンテンツプロバイダ、両側

を向いているという意味での両面ということでございますが、利用者に対して

は無料でサービスを利用できると。一方、コンテンツプロバイダ等の企業に対し

ては、広告料を支払うことによって、利用者に対して自社の商品をＰＲするとい

うようなモデルというもので、こういったモデルによってネットワーク効果が

生まれ、プラットフォーマのプレゼンスが高まっているという状況でございま

す。 
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 さらに、その下にあります、左下、限界費用ゼロとございますが、初期のコン

テンツの提供を始めますと、その後、どんなにユーザが増えても、限界費用が非

常に少ないと。ほぼゼロということで、いろいろなサービスが提供できるという

のが、この特徴であるということでございます。 

 そして、下の真ん中、大量の利用者情報の集積とございますが、先ほど申し上

げたような循環によって、質の高いデータがプラットフォームのところに集ま

ると。データの寡占化によるロックイン、いわゆるユーザの囲い込みが行われて、

プラットフォーマの支配力が強まる、あるいはサービスの選択肢が狭まるとい

う逆の懸念も生じてくるというようなものが、プラットフォームサービスにお

ける特徴と、そして、課題かというふうに思われます。 

 これでまた１９ページに移っていただいて、これは先ほどの資料の図と同じ

でございますので、先ほどの前のページで申し上げたような状況ゆえに、プラッ

トフォーマというのは非常にプレゼンスを伸ばしていると。ここで御説明した

いのは、特にプラットフォーマがネットワークレイヤに進出していると。従来、

プラットフォーマは、プラットフォーム的な場を提供するものだったわけです

けれども、自ら最近はＷＥＢメールやクローズドチャットといったような、従来

ですと、電気通信事業者が提供していたサービスと類似のサービスを提供する

ようになっている。逆に、左上に出ておりますように、電気通信事業者自らがシ

ョッピングモール、アプリストア等を提供するようになっているということで

ございまして、そこに競争が生まれておるわけですけれども、ユーザの利用者情

報という意味で言うと、利用者情報がネットワークレイヤとプラットフォーム

レイヤを超えて様々な使われ方をしているというようになっているということ

が見てとれるページになっております。 

 次に、海外はどうなっているのか。こういった状況に対して海外はどのように

対応しているのかというのが次のページでございますが、２１ページ、プライバ

シー保護の対応ということで、これも非常によく出てくる話でございますので、

詳細の説明はいたしませんが、いわゆるＧＤＰＲ、一般データ保護規則というも

のが昨年の５月から施行されております。日本における個人情報保護法よりも

より厳しい様々な規律が課せられているものでございますが、ここでのポイン

トは３ポツ目でございまして、ＧＤＰＲの地理的適用範囲でございますけれど
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も、ここに書いておりますが、ＥＵ域外のビジネスを提供する者であっても、Ｅ

Ｕの個人のデータを使う場合には、ＥＵ域内にビジネスの拠点というか、代理人

の指定をしなければならないと。その代理人を通じてＥＵの様々な欧州委員会

の規則、ＧＤＰＲの様々な規律が適用されるというような枠組みができ上がっ

ているというのがＧＤＰＲでございます。 

 さらにその下に、ｅＰｒｉｖａｃｙ規則案というのがございます。これは何か

と申しますと、ＧＤＰＲが一般データ保護規則ということで、広く横断的に適用

される規律であるのに対しまして、こちらのｅＰｒｉｖａｃｙ規則案は、ＧＤＰ

Ｒのいわば上乗せ的に電気通信分野のプライバシー保護についてより細かく、

あるいは具体的に、あるいは補完するような規律を設けようとするものでござ

いまして、これは現在まだ案について欧州の委員会、あるいは欧州議会や欧州の

理事会の中で今議論が行われている途中であるというものでございます。 

 この中でのポイントは３ポツ目でございますが、やはりｅＰｒｉｖａｃｙ規

則案についても、ＥＵ域外のサービス提供事業者についても適用があると。ＥＵ

域内に代理人を指定して、その規律をいろいろ受けるというような形でござい

ます。そういう提案がなされているということでございます。 

 ２２ページ、ほかの国はどうかと。韓国につきましては、情報通信網法という

ものがございますが、これが２ポツ目にありますとおり、昨年９月に公布された

改正法において、やはり同じように国内に住所または営業所がない提供者等に

対しても、国内代理人の指定を義務づける規定が新設されているというもので

ございます。 

 アメリカについては、従来から連邦レベルでの包括的なプライバシー保護法

制というのは存在しないわけでございますが、近年は少し連邦レベルで包括的

なプライバシー法制を目指すということも一部には見られます。 

 一方、州のほうが進んでおりまして、最近の主な例ですと、カリフォルニア州

が消費者保護法と言われるものを昨年成立させております。 

 この一番下のポツになります、ここも州の中に拠点のない事業者も規制対象

となる可能性があると。ちょっとこの運用が明確でないものですから、可能性と

書いておりますが、州外の事業者にも適用のある可能性がある規律が設けられ

ているものでございます。 
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 次の２３、２４は、ｅＰｒｉｖａｃｙ規則案の議論のプロセス、あるいはその

内容を紹介したものでございますが、非常にまだいろいろ議論が継続している

ということだけ御紹介させていただいて、中身はちょっと割愛させていただけ

たらと思いますので、２３、２４は飛ばさせていただきます。 

 こうした状況を踏まえての政策的対応の方向性といいますか、主要論点と基

本的方向性についての記述でございますが、まず、２６ページ目、基本的視点と

いうのを書いております。この検討をするに当たっての基本的視点でございま

すけど、３つの基本的視点というものを書いておりまして、１つ目に書いてあり

ますのは、ポイントは最後の４行目、５行目にありますとおり、プラットフォー

ム機能によるユーザの便益の最適化が図られること、要するに、プラットフォー

ムというのは、様々な利便性の高いサービスをこれまで提供してきたと。その利

便性を引き続き確保することが大事であると。裏を返せば、あまり厳しい規律を

すべきではないという方向になろうかと思います。 

 ただ、一方で、②でございますが、プラットフォーム機能が十分に発揮される

ようにするためにも、やはり利用者が安心してサービスを利用できるよう、利用

者情報の適切な取扱いを確保するということが大事であるというのが２つ目で

ございます。 

 したがって、③として、そういった自由なビジネス環境の実現を通じたイノベ

ーションの促進というものと、もう一方、利用者のプライバシー保護とのバラン

スを適切に確保するという方向で議論を、今後の政策的な検討を進めるべきで

あるというのが、最初に示されている視点でございます。 

 こうした視点を踏まえて、具体的に利用者情報の適切な取扱いについて、研究

会から４つの基本的方向性を示していただいております。これが２７ページの

図でございます。この図を御覧いただきますと、左側が日本国内、右側が日本の

国外ということで御理解いただきたいと思います。また、日本国内の中にプラッ

トフォームサービスと電気通信サービスが並んで上下になっておりますが、電

気通信サービスのところに赤い線が引かれております。ここが従来の私ども総

務省電気通信事業法の通信の秘密の適用対象範囲でございました。 

 基本的方向性という①というのが、赤い電気通信サービスのところから右に

矢印が出ております。つまり、電気通信事業法の規律を海外のプラットフォーム



 -25- 

サービス事業者にも適用されるような法整備を視野に入れた検討を進めるべき

であると。これが１つ目の視点、方向性でございます。 

 ②は、電気通信サービスのところから上に矢印が出ております。これは、電気

通信サービスとプラットフォームサービスの融合で、利用者情報が両方のレイ

ヤにまたがっていろいろ使われるようになっているということを踏まえた規律、

具体的には、私どもが定めているガイドラインなどの適用対象の見直しを検討

すべきであるというのが、２つ目の方向性でございます。 

 ３つ目の方向性は、総務省から矢印がいろいろ出ております。そこについてで

ございますが、従来、電気通信事業者については、総務省がいろいろ規律を課し

ております。電気通信事業法上の業務改善命令などの規律も課しておりますが、

一方で、プラットフォームサービス事業者等には、いわゆる執行、行政権限が及

んでいないというような状況でございました。ただ、やはり法律を適用させると

いっても、実際にそれをしっかり履行させなければ意味がないということで、法

執行の確実な履行の担保をするための方策を検討すべき。特に共同規制的アプ

ローチを念頭に方策を検討すべきという方向性を示していただいております。

共同規制というのは、ここに※で書いてありますとおり、法的規制と事業者によ

る自主規制のそれぞれの利点を生かす中間的政策手段とここに書いてございま

すが、そういった方向で検討すべきというのが③でございます。 

 ④は、総務省と外国当局のところに矢印が伸びております。日本の法制と諸外

国の法制とがやはり調和をとれてないと、違うものですと、非常にビジネスもや

りづらいでしょうし、プライバシーの保護も十分に確保できなくなってしまう

ということもございますので、例えば、先ほどのＥＵにおけるｅＰｒｉｖａｃｙ

規則の策定の動きなども見据えながら、国際的調和をしっかり図っていくべき

であるというのが、４点目の方向性でございます。 

 ２８ページは、今申し上げた４点を文字にしたものでございますので、同じ繰

り返しになってしまいますので、説明は割愛をさせていただきたいと思います。 

 研究会、３つのアジェンダというか、議題があると申し上げましたが、１つ目

がここまでで、トラストサービス、２つ目が３０ページのものでございます。こ

れについては、検討をまさに始めた、今ワーキンググループを設けて専門的に検

討している状況でございまして、まだまだ検討の途中なのでございますけども、



 -26- 

ちょっと１枚だけで簡単に御説明いたします。やはりデータが今後いろいろネ

ット上で使われるとなってくると、本人確認といいますか、データの真正性、あ

るいはデータの改ざん防止といったものがまず大事になるということになりま

す。それから、ネット上だと相手が見えませんので、ほんとうにこれがＡさんな

のか、ほんとうにこれがＢという企業なのかといったことの確認というのは非

常に難しいと。そういったものをしっかりと認証できるようにするということ

が、ネット上でのいろいろなビジネスなりをするのに当たって、非常に重要にな

ってくるであろうという観点から検討を始めているものでございます。 

 上に絵がございますけれども、①から⑤まで書いてございます。①人の正当性

を確認するもの、現状ですと、電子署名法がございますけれども、電子署名法で

はまだまだクラウドサービスとかに十分対応できていないので、そこを見直す

必要があるのではないかといったものが具体的な論点。 

 ②は、組織の正当性を確認するような仕組み。これはまだまだございませんの

で、何らかの規律、制度が必要かどうかの検討。 

 ③も同じでございますが、データといいますか、モノの正当性を確認するため

の規律、仕組み。 

 ④は、データの存在の証明、あるいは非改ざんの保証。いわゆるタイムスタン

プ制度というものが今現在、民間の認証の仕組みの中で動いておりますけれど

も、その民間の仕組みでいいのかどうかと。法的な裏づけが必要かどうかといっ

たことが検討材料になっております。 

 ⑤は、データの送達の保証。郵便で言うと、内容証明みたいなものになろうか

と思いますが、そういったものがネット上でもちゃんと、そういう法的な裏づけ

が必要かどうかといった観点で議論を進めております。 

 これらの①から⑤について、実はヨーロッパ、ＥＵでは、ｅＩＤＡＳ規則とい

うものが既にでき上がっておりまして、法律上、しっかりと記述されていると。

こういった諸外国の動きも参考にしながら、我が国でどういうふうに進めてい

くかというのを検討するということで、これも１２月の最終報告へ向けて、今現

在議論を進めているという状況でございます。 

 ３点目のテーマが、オンライン上のフェイクニュースや偽情報への対応とい

うことでございます。こちらについても、実は中間報告までの間には議論は十分
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にできておりませんで、今後の方向性だけは中間報告で示されておりまして、ま

さに５月、６月、７月にかけまして、今集中的に議論を進めているところでござ

います。 

 ですので、これは参考的な動きだけを御紹介させていただきます。３２ページ

に、ＥＵにおける対策がどうなっているのかということを御紹介しております。

ＥＵにおいては、昨年２０１８年１月に、まず、欧州委員会の中にハイレベル専

門家グループというものを設置いたしまして、この場で学識経験者、技術者、メ

ディア関係者等々が入って議論が行われてきたと。そのグループの答申が昨年

の３月に出たと。その中では、多元的アプローチ、様々な取組をあわせて対策を

打っていく必要があるという方向性が示されております。その答申を受けて、

４月に欧州委員会が報告書を公表しております。 

 この報告書のポイントは、ポツの１つ目にありますが、偽情報への対応のため

のプラットフォーム事業者の行動規範の策定を求めるということでございます。

法律による規制というよりは、まずは行動規範を定めて、各事業者が自主的にど

こまで対応できるかということを見るというのが、大きな方向性でございます。 

 行動規範の中には、例えば、政治広告の透明性の確保、あるいはアルゴリズム

についての第三者による検証を可能とすることなどを定めていると。そういっ

た透明、公正なプロセスというのを重視した行動規範になっておるということ

でございます。 

 それから、３ポツ目にありますとおり、報告書の中でもう一つ行動規範と並ん

で、ファクトチェック機関への支援というのも大きく打ち出されているという

ものでございます。 

 昨年の９月にその行動規範の中身が公表されまして、プラットフォーム事業

者がそれにコミットする旨の署名を行っております。具体的には、Ｇｏｏｇｌｅ、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｍｏｚｉｌｌａの４社等が、その行動規範

にコミットするということで署名をしておりまして、今年の１月から――済み

ません、最新のものが既に５月の分まで出ておりますので、１から５の誤りでご

ざいますが、毎月、各事業者が行動規範に基づいてどんな取組を行ったかという

のを欧州委員会に提出し、欧州委員会がその内容を評価するレポートというの

を毎月公表してまいりました。というのも、５月末に欧州議会がございましたの
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で、欧州議会へ向けて各プラットフォーマがどのような対応を自主的に取り組

んでいるかというのを定期的にウォッチしてきたというものでございます。 

 一番下のポツに書かれておりますとおり、２０１９年末、今年の末には、行動

規範の包括的な評価を行い、仮に取組が不十分と認める場合には、法律による規

制も含めた追加措置を行うことを示唆しているというものでございまして、フ

ェイクニュースあるいは偽情報への対策について、欧州委員会としての方向性

というのはまた今後示されてくるだろうというふうに思っております。 

 ３３ページの資料は、昨年４月の欧州委員会報告の概要でございますが、先ほ

ど口頭で御説明したとおりでございますので、説明は割愛させていただきます。 

 ３４ページも、行動規範の具体的な中身を羅列しておりますが、これも説明は

割愛をさせていただきたいと思います。 

 ３５ページに移りまして、研究会においては、こういった海外の状況を見据え

つつ、あるいは国内のいろいろな取組についてヒアリング等をしつつ、基本的方

向性はここに書かれておりますとおり、まず、ユーザのリテラシーの向上が大事

であると。それから、ファクトチェックの仕組みやプラットフォーム事業者とフ

ァクトチェック機関との連携といったような自浄メカニズム、規制というより

は、民間部門における自浄的なメカニズムについてさらに検討を深めることが

大事であるということが示されておりまして、まさに今具体的な現状を把握し

て、どのような取組を政府、国として支援等をすることが求められるのかといっ

たことについて今議論を行っていただいているという状況でございまして、こ

れも最終報告書の中で方向性を示していただくということになっておるという

ことでございます。 

 ３６ページが、報告書の最後に書かれている今後の検討の進め方でございま

すが、以上のことを踏まえて、３点、示されておりまして、①赤のところだけ読

み上げますが、電気通信事業法の通信の秘密の保護規定の適用及びその履行確

保に係る共同規制的なアプローチを含む適切な方策の実現のための法整備等に

向けた整理、②として、通信の秘密・プライバシー保護の観点からの規律の適用

範囲・対象の見直し・明確化、③ファクトチェックの仕組みやプラットフォーム

事業者とファクトチェック機関との連携などの自浄メカニズム等についてプラ

ットフォーム事業者の役割の在り方にも留意し検討といった３点をさらに深め
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て、１２月の最終報告書で取りまとめるということと、あと、一番下に書いてお

りますとおり、トラストサービスについては、ワーキンググループでさらに検討

を深めて、その検討結果を最終報告書に盛り込むということで議論を継続して

いるという状況でございます。 

 以上、簡単でございますが、御説明とさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

【中山委員長】  ありがとうございました。いずれも焦眉の急の問題ではない

かという認識を持たせていただいたように思いますけれど、御質問等ありまし

たら、お願い申し上げます。 

 どうぞ。 

【荒川委員長代理】  結構、秘密規制の問題は重要で、特にプラットフォーマ

ーは海外に多いので、日本国内で幾ら規制しても、手が届かなかったというのは、

非常に重大な問題だと思います。 

 まず、日本国内でなかなか結論が出ない、欧米では既に方向が決まっているの

に、日本ではまだなかなか結論ということですが、どのような方策をとるべきか

決まらない何か理由のようなものはございますでしょうか。 

【中溝消費者行政第二課長】  ありがとうございます。海外でも、先ほど申し

上げましたとおり、ｅＰｒｉｖａｃｙ規則案というのが今まさに議論がされて

いるところでございますので、そういう意味で、結論が最終的に出たわけではな

いと思っておりますので、我が国においても、今回御説明させていただいたのは

電気通信事業法の適用についての検討でございますが、いろいろメディア等で

もにぎわっておりますとおり、いろいろなプラットフォームに関する規律の在

り方について、いろいろな部門で、今政府部内で議論が行われておりまして、競

争政策上の視点からの規律の必要性、あるいは税金とか、課税とか、いろいろな

場面で議論が行われておりまして、そういったプラットフォームに対する規律

というのが、ようやく議論が始まったところではあります。これまでどういうふ

うに、どのような対応をすべきかということについての十分な機運といいます

か、なかなか議論のスタートに立てなかったところはあったかと思うのですけ

れども、ようやく今政府全体でそんな議論が始まって、今鋭意、議論がされてい

るところでございまして、必ずしも諸外国と比べて遅れているということでは
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なくて、諸外国と歩調をとりながら今議論をしているという状況かなというふ

うに認識しております。 

【荒川委員長代理】  分かりました。どうもありがとうございます。 

【中山委員長】  ほかにはいかがでしょうか。 

【平沢委員】  先生のお話に関連してですけれど、２２ページでは、韓国の動

向について、２個目のポツで、国内代理人の指定を義務づける規定を新設って、

ＥＵに近いようなイメージなんだろうと思うんですけど、韓国でこのようにも

う規定をしているのは、何か事情があるんですか。 

【中溝消費者行政第二課長】  具体的な事情というのは、細かいところまで承

知はしておりませんが、ただ、先ほど申し上げましたとおり、海外のプラットフ

ォーマのプレゼンスがいろいろな国々で高まっているというのは、多分、日本も

韓国もほかの国も同様の状況ではないかなというふうには推測しますので、そ

れへの対応ということで、このような法改正が行われたのではないかなという

ふうには推測しております。 

【中山委員長】  よろしいですか。 

【平沢委員】  はい。 

【中山委員長】  確かに本当かどうかわかりませんが、韓国のほうが進んでい

るのではないかというふうに一般的には言われているところでもありますが。 

 ほかに質問、よろしいですか。 

 じゃ、私から２つだけ。そのページに、後でＧｏｏｇｌｅで検索すれいいじゃ

ないかということになると、またＧｏｏｇｌｅのほうに私のデータが行ってし

まいますので、ケンブリッジ・アナリティカ事件、これはどういう事件なのでし

ょうか。 

【中溝消費者行政第二課長】  後ほど、資料にまとめて御提出させていただき

ます。 

【中山委員長】  じゃ、後で。 

 あともう一つですが、例えば、２７ページで、総務省がこの問題にこうやって

関与され、大きな視点から御覧になっているというのはよくわかったんですが、

一方で、今、ビッグデータをどうやって活用するかということがすごく大きな問

題で、それも単に各企業ではなくて、異業種の企業がそれぞれ結びついて、それ
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をどうやって利用していくか。そういうところにいろいろなニーズといいます

か、今後のいろいろな、それこそ企業としては経済発展とか、そういったものの

芽があるのではないかというふうにも言われているのですが、経産省はこうい

う部分についてどんなふうに関与してきているのかなということを教えていた

だきたいのですが。この中には全然経産省は入ってこないのでしょうか。 

【中溝消費者行政第二課長】  この検討は電気通信事業法の在り方について

の検討でございますので、総務省において検討したということでございます。た

だ、先ほどちょっと申し上げました競争政策的な在り方、要は、プラットフォー

マがその支配力を活用して、例えば、プラットフォームに乗るアプリ事業者であ

りますとか、ショッピングモールに出店する事業者に対して、支配力を背景に何

らか不公正な取引をした場合等の規律の在り方については、公正取引委員会、経

済産業省、総務省で今、３つの省庁でずっと検討を進めてきておりまして、それ

が今回の成長戦略等にも、新たな規律の法整備の検討等が書かれておるのです

けれど、そういった形で、プラットフォームの規律の在り方というのは非常に幅

広い課題がございますので、その個々の課題に応じて各関係省庁が、それぞれに

あるいは連携しながら対応しているということでございます。これは総務省の

みで検討してきているものでございます。 

【中山委員長】  リンクしているということですね。今日は経産省の別館です

ので、そういうところもひょっとして質問したほうがいいかなと。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

【小塚特別委員】  それでは、１点よろしいですか。 

【中山委員長】  どうぞ。 

【小塚特別委員】  ありがとうございます。このプラットフォームの問題は、

政府部内いろいろなところで議論していると思いますが、まず念頭に置かれる

のが、全部アメリカ企業なわけです。さらに、最近、ＢＡＴということを言われ

ていて、バイドゥ、アリババ、テンセントという中国企業ですが、委員長の２番

目の御質問とも関連して、やっぱり日本からプラットフォーム事業者が出てこ

ないのかということが、ほんとうの論点としてあるのではないかと思います。 

 そういうことで言うと、日本では、これから例えばスマート家電、それからス

マート自動車というようなところがプラットフォームになっていく。そうする
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と、実は、ＧＡＦＡとの関係だけを見ると、日本は事業者も消費者も支配されて

いる側で、守らなければならないという点はあるのですが、あまり厳しい規制を

入れますと、実はこの先困るのではないか。前半のネットワーク中立性のほうで

は、市場支配力の有無で区別して考えるというような考え方がありましたが、仮

にそういう考え方をとるとしても、日本市場内での支配力ではなくて、グローバ

ルに見て著しく支配的な企業を規制するというような、そういう非対称規制を

考えていく必要があるのではないかと思うのですが、このプラットフォームサ

ービスに関する研究会では、そのあたりはどのような議論になっているのでし

ょうか。 

【中溝消費者行政第二課長】  御質問ありがとうございます。まさにそういう

国内のプラットフォーム事業者もいるじゃないかという議論は、当然、この研究

会の場でもやはりいろいろ御議論ありまして、まさに２６ページ目に書いてお

ります３つの基本的な視点というところがあって、何かプラットフォーム事業

者を規制するということ、規制を強化するということを目的に置くというより

は、あくまでも利用者の保護をしっかりするという、利用者情報、利用者の通信

の秘密にかかわる情報の保護をしっかりする。それをしっかりすることが、ユー

ザが安心してプラットフォームサービスを利用できることにつながる。それで

プラットフォームサービスによる利便性を、高い利便をユーザが受けることが

できるということ、そういう視点から検討を進めましょうということで検討を

始めております。 

 ですから、規律を強めることによって、何か新たな芽を摘んでしまうというよ

うなことがないようにということは最大限に配慮して、検討が行われていると

いうことだと思っております。そのように提言を入れているということでござ

います。 

【小塚特別委員】  ありがとうございます。 

【中山委員長】  私の聞きたかったことを分かりやすく聞いていただいたと

思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、御質問がなければ、質疑を終えたいと思います。本日はお忙しい中、

ほんとうに中溝課長にはありがとうございました。それでは、これで終わります
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ので、御退席いただいて結構です。ありがとうございました。 

 

（中溝消費者行政第二課長退出） 

 

(4)閉会【非公開】 

 

 

以上 

 

 


